
平 成 ２ ７ 年 ３ 月 定 例 会 提 出 案 件 

 

【３月６日提出】 

 

［条  例…１件］ 

 

市議案第６２号 

 豊中市国民健康保険条例の一部を改正する条例の設定について 

 

国民健康保険法施行令の一部改正（平成２７年政令第６３号。平成２７年３月４日公布）に伴い，基

礎賦課限度額等を改正するとともに，保険料の応益割軽減措置を拡充するもの 

 

  ⑴ 基礎賦課限度額等の引上げ及び保険料の応益割軽減措置の拡充による改正 

① 基礎賦課限度額等の引上げ 

（現行）     （改正案） 

・基礎賦課限度額  ５１０,０００円  ５２０,０００円 

・後期高齢者支援  １６０,０００円  １７０,０００円 

金等賦課限度額 

・介護納付金賦課  １４０,０００円  １６０,０００円 

限度額 

② 保険料の応益割軽減措置の拡充 

     保険料の５割軽減及び２割軽減の対象世帯を拡充するもの 

 

⑵ 施行日 平成２７年４月１日 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


